
�愛媛県告示第５３０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、伊予市長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

上記の処分は、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）の規

定による換地処分の公告があった日の翌日から効力を生ずる

。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５３１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、宇和町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

上記の処分は、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）の規

定による換地処分の公告があった日の翌日から効力を生ずる

。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５３２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、西海町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は、西海町の地域であることを確認した旨の届出

があった。

平成１４年３月１２日

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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告 示

字 の 名 称
左記の区域に編入する区域

摘 要
字 名 地 番

宮下 字西沖宮下 字百太
夫

１０５４の１の一部及び１０５４の２
の一部

これに伴
う道路、
水路等を
含む。字百太

夫
宮下 字西沖 字百太夫１０５４の２に隣接する

道路である国有地の一部

字雨龍宮下 字福入 １１２８の１の一部

字の名称
左記の区域に編入する区域

摘 要
字 名 地 番

大字岩木 大字郷内 ６の１、７、８、９の１、９の２、１０
の１、１０の２、１３の１及び１４の１

これに伴
う道路、
水路等を
含む。大字郷内 大字岩木 ５８８から６０２まで及び６０７の８

大字西山
田

４６６の２、４６７、４６８、４６９の２、４７２の
２、４７３、４７４、４７５の２、４７８の２、４７
９の２、５８２の３、５８３の２、５８４の２、
５８５の２、５８６の２、５８７の２、５８８の２
、５８９の２、５９０の２、５９１の２、５９２の
２、５９３の２、５９４の２、５９５の２、５９６
の２、５９７の２、５９８の２、５９９の２、６
００の２、６０２の２、６０３、１番耕地３３２
の３、１番耕地３３２の４、１番耕地３３６
の２、１番耕地３３７の２及び１番耕地３
８７の３

大字西山
田

大字岩木 ６の１の一部、７の１の一部、８の１
の一部及び９の１の一部

大字郷内 ４０４の１、４０５から４０７まで、４０９の１、
４１０から４１４まで、４１５の１、４９０の１、
４９１、４９２の１、４９２の２、４９３、４９４、４
９５の１、５９４の１、５９５の１、５９６の１、
５９７の１、５９８の１、５９９の１、６００の１
、６０１の１、６０２の１、６０３の１、６０４の
１、６０５の１、６０６の１、６０７の１、６０８
の１、６０９の１、６１０の１及び６１１の１
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愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５３３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、西海町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５３４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、西海町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は、西海町の地域であることを確認した旨の届出

があった。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５３５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、西海町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５３６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、西条市氷見土地改良区から認可申請のあった新たな

土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

下太平地区）の施行を平成１４年２月２８日認可した。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５３７号
土居町蕪崎土地改良区から認可申請のあった新たな土地改

良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・竹の内

地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８

条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する

。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・竹の内地区）計画書の写し

� 土居町蕪崎土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１４年３月１３日から４月１０日まで

３ 縦覧場所

土居町役場

�愛媛県告示第５３８号
平成１４年３月４日県営中山間地域総合整備事業伊予中山地

区大平工区の換地計画に基づく換地処分を行ったので、土地

改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１０項において

準用する同法第５４条第４項の規定により公告する。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５３９号
平成１４年２月２８日県営ほ場整備事業（担い手育成型）宇和

地区西山田工区の換地計画に基づく換地処分を行ったので、

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１０項にお

いて準用する同法第５４条第４項の規定により公告する。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５４０号
平成１４年２月２８日県営ほ場整備事業（担い手育成型）宇和

地区郷内工区の換地計画に基づく換地処分を行ったので、土

地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１０項におい

て準用する同法第５４条第４項の規定により公告する。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５４１号
平成１４年３月４日県営ほ場整備事業増穂地区第２工区の換

地計画に基づく換地処分を行ったので、土地改良法（昭和２４

年法律第１９５号）第８９条の２第１０項において準用する同法第

５４条第４項の規定により公告する。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

新たに生じた土地の所在 面 積
（平方メートル）

西海町福浦１３０の４、１３０の７、２４３から２４６まで、
２４８、２４９、４６７から４６９まで、６２８、６２９及び６３１の
地先

１，７９４．０６

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

福浦 西海町福浦１３０の４、１３０の７、２４３から２
４６まで、２４８、２４９、４６７から４６９まで、６２
８、６２９及び６３１の地先公有水面埋立地

１，７９４．０６

新たに生じた土地の所在 面 積
（平方メートル）

西海町久家２７３の地先 ２，４３０．２６

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

久家 西海町久家２７３の地先公有水面埋立地 ２，４３０．２６
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�愛媛県告示第５４２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、弓削町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・藤谷地区）の施行

に平成１４年２月２８日同意した。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５４３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、長浜町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（農道）・本郷地区）の施行に平成１４

年２月２８日同意した。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５４４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、長浜町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・柴白方地区）の施

行に平成１４年２月２８日同意した。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５４５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、長浜町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（農道）・切迫地区）の施行に平成１４

年２月２８日同意した。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５４６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、肱川町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（農道）・ムカイガワラ地区）の施行

に平成１４年２月２８日同意した。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５４７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、肱川町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・瓜生谷地区）の施

行に平成１４年２月２８日同意した。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５４８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、肱川町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（農道）・オモダ地区）の施行に平成

１４年２月２８日同意した。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５４９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第１項の

規定により、今治市から協議のあった市営土地改良事業（農

業用道路整備事業・阿方地区）の計画の変更に平成１４年３月

１日同意した。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５５０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第１項の

規定により、今治市から協議のあった市営土地改良事業（た

め池等整備及び農業用用排水施設整備事業・阿方地区）の計

画の変更に平成１４年３月１日同意した。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５５１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第１項の

規定により、今治市から協議のあった市営土地改良事業（ほ

場整備及び暗渠排水事業・阿方地区）の計画の変更に平成１４

年３月１日同意した。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５５２号
平成１４年３月４日伊予市営土地改良事業宮下音地地区の換

地計画に基づく換地処分があったので、土地改良法（昭和２４

年法律第１９５号）第９６条の４において準用する同法第５４条第

４項の規定により公告する。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５５３号
海岸法（昭和３１年法律第１０１号）第３条第１項の規定によ

り海岸保全区域を指定したので、海岸保全区域の指定（昭和

３３年３月愛媛県告示第２７６号）の一部を次のように改正する

。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表４５の項を次のように改める。

４５伊予灘
沿岸
柳原漁
港海岸

北条市 北条市
長

７４１
メー
トル

基点１から基点１１までを順次
結んだ線並びに基点１１、補助点
１１、補助点１０、補助点２、補助
点１及び基点１を順次結んだ線
により囲まれた区域
基点及び補助点の表示（角度
の表示は、真北）
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�愛媛県告示第５５４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５５５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

基点１は、北条市柳原５１０番
４地先に設置された標柱
基点２は、基点１から１８５度

１０分３０メートルの地点
基点３は、基点２から１９４度

５０分５５メートルの地点
基点４は、基点３から１０３度

１０分２０メートルの地点
基点５は、基点４から４２度２０

分５３メートルの地点
基点６は、基点５から１０７度

５０分５８メートルの地点
基点７は、基点６から１９６度

４０分１６７メートルの地点
基点８は、基点７から２７９度

００分７６メートルの地点
基点９は、基点８から９度２０

分６５メートルの地点
基点１０は、基点９から２９０度

２０分１４メートルの地点
基点１１は、基点１０から１８５度

００分１４８メートルの地点
補助点１１は、基点１１から２８０
度００分４０メートルの地点
補助点１０は、基点１０から２３１
度５０分１４４メートルの地点
補助点２は、基点２から２８６
度００分１１２メートルの地点
補助点１は、基点１から２６９
度２０分４５メートルの地点

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜別子山線 新居浜市大永山字土ノ峠嵯峨薮３５２番２３
旧 ８．０～３１．２ ０．０７６

新 ２５．０～５３．５ ０．０７６

〃 〃 新居浜市大永山字土ノ峠嵯峨薮３５２番２３
旧 ７．８～１４．０ ０．００６

新 １４．０～１６．５ ０．００６

〃 〃
新居浜市大永山字土ノ峠嵯峨薮３５２番２３から

同字３５２番６まで

旧 ４．３～３１．０ ０．５１５

新 １２．７～４３．０ ０．５１５

〃 〃
新居浜市大永山字土ノ峠嵯峨薮３５２番６から

同字３５２番５まで

旧 １４．４～３４．７ ０．０８７

新 ２３．７～３６．５ ０．０８７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜別子山線 新居浜市大永山字土ノ峠嵯峨薮３５２番２３ 平成１４年３月１２日

〃 〃 新居浜市大永山字土ノ峠嵯峨薮３５２番２３ 〃

〃 〃
新居浜市大永山字土ノ峠嵯峨薮３５２番２３から

同字３５２番６まで
〃

〃 〃 新居浜市大永山字土ノ峠嵯峨薮３５２番６ 〃
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�愛媛県告示第５５６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局伊予三島土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５５７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局伊予三島土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５５８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１２日

〃 〃
新居浜市大永山字土ノ峠嵯峨薮３５２番６から

同字３５２番５まで
〃

〃 新居浜土居線
新居浜市阿島字新畑大道ノ下甲２２１番１から

同字甲２２４番１まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 壬生川新居浜野田線
宇摩郡土居町大字天満乙１７７番４４地先から

同大字乙１５１番１０地先まで

旧 ２３．０～１００．０ ０．６３０

新 ２３．０～１１６．０ ０．５６０

〃 上猿田三島線
伊予三島市富郷町津根山字タニガウチ乙１３５番４
地先から

同町津根山字谷ガ内乙１３６番１地先まで

旧 ４．０～６４．０ ０．５１６

新 ２１．５～６９．０ ０．４４５

〃 別子山土居線
宇摩郡土居町大字浦山字市田畑乙１７６番３地先か
ら

同字乙１７６番４地先まで

旧 ４．０～ ９．０ ０．０８０

新 ８．０～２３．０ ０．０７５

〃 〃
宇摩郡土居町大字浦山字市田畑乙１７４番１１地先か
ら

同字乙１７４番９地先まで

旧 ４．０～ ８．５ ０．１０５

新 ４．０～２０．０ ０．１０５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 壬生川新居浜野田線
宇摩郡土居町大字天満乙１７７番４４地先から

同大字乙１５１番１０地先まで
平成１４年３月１２日

〃 上猿田三島線
伊予三島市富郷町津根山字タニガウチ乙１３５番４地先から

同町津根山字谷ガ内乙１３６番１地先まで
〃

〃 別子山土居線
宇摩郡土居町大字浦山字市田畑乙１７６番３地先から

同字乙１７６番４地先まで
〃

〃 〃
宇摩郡土居町大字浦山字市田畑乙１７４番１１地先から

同字乙１７４番９地先まで
〃

��������������

��������������

��������������

愛 媛 県 報平成１４年３月１２日 第１３３８号

２８９



愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５５９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５６０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５６１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大三島環状線
越智郡大三島町大字宗方６８３７番１地先から

同大字６８４４番１地先まで

旧 ６．６～１１．６ ０．０６４

新 １１．２～２７．０ ０．０６４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大三島環状線
越智郡大三島町大字宗方６８３７番１地先から

同大字６８４４番１地先まで
平成１４年３月１２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４０号 上浮穴郡柳谷村大字西谷字小村１０１９６番３
旧 ９．１～２４．０ ０．０６３

新 １７．４～２８．０ ０．０６３

〃 〃
上浮穴郡柳谷村大字西谷字古味２８９２番地先から

同字２８９０番２まで

旧 ６．８～３４．０ ０．０９１

新 １２．３～７４．６ ０．０９０

〃 〃
上浮穴郡柳谷村大字西谷字古味２８９７番２から

同字２８９９番３まで

旧 １５．０～４７．４ ０．０３９

新 ２６．２～４７．４ ０．０３９

〃 〃 上浮穴郡柳谷村大字西谷字古味５５８６番３
旧 １２．４～２７．０ ０．０２５

新 １７．４～２７．０ ０．０２５

〃 ４９４号
上浮穴郡面河村本組１３８７番４から

同村本組１３７８番１地先まで

旧 ９．０～４５．２ ０．１８９

新 １１．６～７０．４ ０．１７４

県 道 落合久万線 上浮穴郡久万町大字下畑野川乙４５６番１８
旧 ５．０～６．０ ０．０５１

新 ９．４～１３．０ ０．０５１

〃 美川川内線
上浮穴郡久万町大字直瀬甲４８０５番地先から

同大字甲４７９９番地先まで

旧 ５．２～９．４ ０．０４２

新 ９．０～１３．２ ０．０４１
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その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５６３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１２日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４０号 上浮穴郡柳谷村大字西谷字小村１０１９６番３ 平成１４年３月１２日

〃 〃
上浮穴郡柳谷村大字西谷字古味２８９２番地先から

同字２８９０番２まで
〃

〃 〃
上浮穴郡柳谷村大字西谷字古味２８９７番２から

同字２８９９番３まで
〃

〃 〃 上浮穴郡柳谷村大字西谷字古味５５８６番３ 〃

〃 ４９４号
上浮穴郡面河村本組１３８７番４から

同村本組１３７８番１地先まで
〃

県 道 落合久万線 上浮穴郡久万町大字下畑野川乙４５６番１８ 〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４０号
上浮穴郡柳谷村大字柳井川字本村２９２３番地先から

同字３０３０番地先まで

旧 ６．４～３６．８ ０．３３２

新 ６．４～３６．８
７．０～２６６．０

０．３３２
０．２３０

〃 〃
上浮穴郡柳谷村大字柳井川字永野４５４５番２から

同字４５１２番２まで

旧 ６．０～３２．０ ０．２６７

新 １０．０～６７．０ ０．２５６

〃 〃
上浮穴郡柳谷村大字西谷字古味５５０７番３から

同字５５０３番２まで

旧 ３．５～１７．０ ０．１６１

新 １０．０～２５．０ ０．１５６

県 道 柳谷美川線
上浮穴郡美川村日野浦４５３７番２から

同村日野浦４５２９番２まで

旧 ６．５～２８．５ ０．１７４

新 １３．５～４４．０ ０．１７４

〃 〃
上浮穴郡美川村日野浦４６４５番３から

同村日野浦４６４５番６まで

旧 ６．４～ ９．４ ０．０３８

新 １８．０～５０．３ ０．０３８
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愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５６５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４０号
上浮穴郡柳谷村大字柳井川字本村２９２３番地先から

同字３０３０番地先まで
平成１４年３月１２日

〃 〃
上浮穴郡柳谷村大字柳井川字永野４５４５番２から

同字４５１２番２まで
〃

〃 〃
上浮穴郡柳谷村大字西谷字古味５５０７番３から

同字５５０３番２まで
〃

県 道 柳谷美川線
上浮穴郡美川村日野浦４５３７番２から

同村日野浦４５２９番２まで
〃

〃 〃
上浮穴郡美川村日野浦４６４５番３から

同村日野浦４６４５番６まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７９号
上浮穴郡小田町大字中田渡２３０番１地先から

同大字２２８番１地先まで

旧 １４．４～１６．８ ０．０５０

新 １６．５～２０．８ ０．０５０

県 道 久万中山線
上浮穴郡小田町大字臼杵２４０７番１地先から

同大字２３８７番１地先まで

旧 ４．６～１０．６ ０．３２０

新 ８．０～２４．０ ０．３２０

〃 小田柳谷線
上浮穴郡小田町大字本川１９４７番から

同大字１９４８番地先まで

旧 ５．０～５．５ ０．０７６

新 ２２．０～２９．０ ０．０７６

〃 〃
上浮穴郡小田町大字中川８８番５から

同町大字本川４１５２番地先まで

旧 ５．０～１４．０ ０．２９８

新 １４．０～４４．０ ０．２９８

〃 〃
上浮穴郡小田町大字本川４１６７番１地先から

同大字４１７２番２地先まで

旧 ８．５～１８．０ ０．０６６

新 １２．０～３２．０ ０．０６６

〃 小田河辺大洲線
上浮穴郡小田町大字寺村２６４２番３から

同大字２６４８番まで

旧 ４．２～２６．６ ０．２７７

新 ６．２～６６．４ ０．２７７

〃 美川小田線
上浮穴郡小田町大字中川２０５８番１地先から

同大字２０６１番２まで

旧 ４．０～１６．６ ０．１３５

新 １０．８～２５．４ ０．１３５
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平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５６６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５６７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７９号
上浮穴郡小田町大字中田渡２３０番１地先から

同大字２２８番１地先まで
平成１４年３月１２日

県 道 久万中山線
上浮穴郡小田町大字臼杵２４０７番１地先から

同大字２３８７番１地先まで
〃

〃 小田柳谷線
上浮穴郡小田町大字本川１９４７番から

同大字１９４８番地先まで
〃

〃 〃
上浮穴郡小田町大字中川８８番５から

同町大字本川４１５２番地先まで
〃

〃 〃
上浮穴郡小田町大字本川４１６７番１地先から

同大字４１７２番２地先まで
〃

〃 小田河辺大洲線
上浮穴郡小田町大字寺村２６４２番３から

同大字２６４８番まで
平成１４年３月１８日

〃 美川小田線
上浮穴郡小田町大字中川２０５８番１地先から

同大字２０６１番２まで
平成１４年３月１２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜中村線
喜多郡長浜町大字下須戒乙８３０番６地先から

同大字乙８３２番３まで

旧 ４．２～１５．８ ０．１０１

新 ４．３～８．２
１３．０～２９．５

０．１０１
０．０８４

〃 〃
喜多郡長浜町大字下須戒甲２０４７番から

同大字甲２０４６番１まで

旧 ５．０～２９．０ ０．０６０

新 ２７．２～３９．０ ０．０５１

〃 〃
喜多郡長浜町大字柴甲１６３６番１から

同大字甲１６２０番１地先まで

旧 ４．０～１５．０ ０．３１０

新 ８．２～２９．８ ０．３１０

〃 〃
喜多郡長浜町大字柴甲７７８番１地先から

同大字甲４６０番１まで

旧 ４．０～６．９ ０．３００

新 １０．６～１６．９ ０．３００
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�愛媛県告示第５６８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５６９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜中村線
喜多郡長浜町大字下須戒乙８３０番６地先から

同大字乙８３１番５まで
平成１４年３月１２日

〃 〃
喜多郡長浜町大字下須戒甲２０４５番１０から

同大字乙８３２番３まで
〃

〃 〃
喜多郡長浜町大字下須戒甲２０４７番から

同大字甲２０４６番１まで
〃

〃 〃
喜多郡長浜町大字柴甲１６３６番１から

同大字甲１６２０番１地先まで
〃

〃 〃
喜多郡長浜町大字柴甲７７８番１地先から

同大字甲４６０番１まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 小田河辺大洲線
喜多郡河辺村大字三嶋２１１番から

同大字２０４番２まで

旧 ５．９～１３．６ ０．１８０

新 １０．４～３８．０ ０．１８０

〃 〃
喜多郡河辺村大字三嶋９１１番５から

同大字９００番まで

旧 ４．０～８．１ ０．１７２

新 １３．０～２０．１ ０．１６４

〃 河辺小田線
喜多郡河辺村大字川上８０６番２から

同大字８０８番２まで

旧 ４．６～７．２ ０．０４９

新 ９．１～１８．８ ０．０５０

〃 蔵川大谷線
喜多郡肱川町大字大谷８０１番２から

同大字２７６２番３まで

旧 ４．３～１１．３ ０．２００

新 ４．９～２１．６ ０．１９０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小田河辺大洲線
喜多郡河辺村大字三嶋２１１番から

同大字２０４番２まで
平成１４年３月２５日

〃 〃
喜多郡河辺村大字三嶋９１１番５から

同大字９００番まで
平成１４年３月１２日
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�公営企業任免辞令
２月２８日

愛媛県技術吏員 浅 木 里 恵

願により本職を免ずる

�愛媛県告示第５７０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５７１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

〃 河辺小田線
喜多郡河辺村大字川上８０６番２から

同大字８０８番２まで
〃

〃 蔵川大谷線
喜多郡肱川町大字大谷８０１番２から

同大字２７６２番３まで
平成１４年３月２６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡三崎町松１４８２番５から

同町松１５８８番地先まで

旧 ５．１～１５．１ ０．２３１

新 １３．０～３０．２ ０．２０１

〃 〃
西宇和郡三崎町二名津２３０９番３から

同町二名津２３０８番１まで

旧 ４．４～１１．６ ０．０５３

新 ７．２～１７．６ ０．０５８

〃 〃
西宇和郡保内町広早４５１番３から

同町広早３３０番地先まで

旧 ９．４～１９．０ ０．１８８

新 １５．２～５７．０ ０．１８８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡三崎町松１４８２番５から

同町松１５８８番地先まで
平成１４年３月２７日

〃 〃
西宇和郡三崎町二名津２３０９番３から

同町二名津２３０８番１まで
平成１４年３月１３日

〃 〃
西宇和郡保内町広早４５１番３から

同町広早３３０番地先まで
平成１４年３月２７日

任 免 辞 令
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